
 

電気供給業のうち 
発電事業等⼜は⼩売電気事業等を⾏う皆様へ 

    〜 令和２年４⽉１⽇以後に開始する事業年度に係る予定申告を⾏う場合のお願い 〜 
 

                                      令和２年１０⽉ 鳥取県 

「地⽅税法施⾏規則の⼀部を改正する省令」（令和２年総務省令第６７号（令和２年７⽉２７⽇公布））により、申告

書等様式の⼀部が改正されました。 

今回の改正を受け、鳥取県では現在、新設された予定申告書様式（第６号の３様式（その２））にプレ印字を

⾏うためのシステム改修を⾏っています。改修が完了するまでの間は、以下にご留意のうえ、同封の新様式（第

６号の３様式（その２））を使用し申告してください。 

 
１ 令和２年度税制改正について 
 
  令和２年度税制改正において、令和２年４⽉１⽇以後に開始する事業年度から、電気供給業のうち発電事業

等又は小売電気事業等に係る法人事業税の課税⽅式が次のように改正されました。 
 
※ 電気供給業のうち発電事業等⼜は⼩売電気事業等は、地方税法第７２条の２第１項第３号に掲げる事業です。 

条文 事業区分 法人 
課税方式 

改正前 改正後 

地⽅税法 
第７２条の２ 

第１項 

１号 
第２号、第３号に掲
げる事業以外の事業 

資本⾦の額又は出資⾦の額が１億円
を超える普通法人 
（⼀般社団・⼀般財団法人等を除く。） 

（改正なし） 
所得割額、付加価値割額及び 

資本割額の合算額 

それ以外の法人 （改正なし） 
所得割額 

２号 電気供給業（第３号に掲げる事業を除く）、ガス供給業、保険
業及び貿易保険業 

（改正なし） 
収入割額 

３号 
電気供給業のうち発
電事業等又は小売電
気事業等 

資本⾦の額又は出資⾦の額が１億円
を超える普通法人 
（⼀般社団・⼀般財団法人等を除く。） 

収入割額 収入割額、付加価値割額
及び資本割額の合算額 

それ以外の法人 収入割額 収入割額及び所得割額の
合算額 

※下線部は今回改正事項 
 
 これに伴い、電気供給業のうち発電事業等又は小売電気事業等を⾏う法人は、令和２年４⽉１⽇以後に開始

する事業年度に係る予定申告については、今回の改正により新設された予定申告書（第６号の３様式（その２））

により⾏う必要があります。  

 ※ 現⾏の様式（第６号の３様式）はお使いいただけません。   
（裏⾯へつづく） 



２ 第６号の３様式（その２）へ転記する際の留意点について  
予定申告書（第６号の３様式（その２））を提出する際は、法人の事業の状況に応じて、現⾏の様式（第６

号の３様式）にプレ印字された税額等を次のとおり転記していただきますようお願いします。  
■電気供給業（発電事業等⼜は⼩売電気事業等）のみを⾏う法人  

転 記 元 転 記 先 
「収入割額 （○45 ×６/前事業年度の月数） ○22」 「収入割額 （ ○61 ×６/前事業年度の月数） ○16」 

「収入金額総額 ○34」 「収入金額総額 ○47」 

「収入金額 ○35」 「収入金額 ○48」 

「収入割 ○45 」 「収入割 ○61 」 

「収入割に係る特別法人事業税額又は地方法人特別税額 ○47  」 
「法第 72 条の２第１項第３号に掲げる事業の収入割に係る
特別法人事業税額 ○64」 

                                         
■電気供給業（発電事業等⼜は⼩売電気事業等）とそれ以外の事業を併せて⾏う法人  

転 記 元 転 記 先 
「所得割額 （○42 ×６/前事業年度の月数）○19」 「所得割額 （ ○54  ×６/前事業年度の月数）○9 」 

「付加価値割額 （ ○43 ×６/前事業年度の月数）○20」 「付加価値割額 （ ○55  ×６/前事業年度の月数）○10」 

「資本割額 （ ○44 ×６/前事業年度の月数）○21」 「資本割額 （ ○56  ×６/前事業年度の月数）○11」 

「収入割額 （○45 ×６/前事業年度の月数）○22」 「収入割額 （ ○61 ×６/前事業年度の月数） ○16」 

「所得金額総額 ○28 」 「所得金額総額 ○33  」 

「所得金額 ○29 」 「所得金額 ○34」 

「付加価値額総額 ○30 」 「付加価値額総額 ○35」 

「付加価値額 ○31 」 「付加価値額 ○36  」 

「資本金等の額総額 ○32 」 「資本金等の額総額 ○37  」 

「資本金等の額 ○33 」 「資本金等の額 ○38」 

「収入金額総額 ○34」 「収入金額総額 ○47」 

「収入金額 ○35」 「収入金額 ○48」 

「所得割 ○42」 「所得割 ○54」 

「付加価値割 ○43 」 「付加価値割 ○55  」 

「資本割 ○44 」 「資本割 ○56  」 

「収入割 ○45 」 「収入割 ○61  」 

「所得割に係る特別法人事業税額又は地方法人特別税額 ○46  」 
「法第 72 条の２第１項第１号に掲げる事業の所得割に係る
特別法人事業税額 ○62  」 

「収入割に係る特別法人事業税額又は地方法人特別税額 ○47  」 
「法第 72 条の２第１項第３号に掲げる事業の収入割に係る
特別法人事業税額 ○64」 

 
≪お問い合わせ先≫ 

 
※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。 

名    称 所 在 地 電話番号 ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 管轄区域（※） 

東部県税事務所 
課税課 事業税担当 

〒680-0061 
鳥取市立川町6丁目176 

0857-20-3515 0857-20-3519 鳥取市・岩美郡・八頭郡 

中部県税事務所  
課税課 事業税担当 

〒682-0802 
倉吉市東巌城町2 

0858-23-3109 0858-23-3118 倉吉市・東伯郡 

西部県税事務所  
課税課 事業税担当 

〒683-0054 
米子市糀町1丁目160 

0859-31-9622 0859-31-9613 
米子市・境港市・西伯郡・
日野郡 

県庁 税務課 
課税担当 

〒680-8570 
鳥取市東町１丁目220 

0857-26-7053 0857-26-7087 
 
 


